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第８回南部町議会定例会 

  

議事日程（第４号） 

平成19年６月14日（木）午前10時開議 

 

第 １ 報告第１号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第１号 平成18年度南部町一般会計補正予算（第８号） 

第 ２ 報告第２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第２号 平成18年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

第 ３ 報告第３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第３号 平成18年度南部町老人保健特別会計補正予算（第３号） 

第 ４ 報告第４号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第４号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号） 

第 ５ 報告第５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第５号 南部町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 報告第６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第６号 南部町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

第 ７ 報告第７号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第７号 南部町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 報告第８号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

専決第８号 南部町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

第 ９ 報告第９号 平成18年度南部町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

第 10 報告第10号 平成18年度南部町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書について 

第 11 報告第11号 平成18年度南部町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

第 12 報告第12号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい 

   て 

第 13 報告第13号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計継続費繰越計算書について 

第 14 報告第14号 財団法人南部町健康増進公社の経営状況について 
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第 15 議案第54号 南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 16 議案第55号 南部町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

第 17 議案第56号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の増加及び青森県市

町村総合事務組合規約の変更について 

第 18 議案第57号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数の減少及び青森

県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第 19 議案第58号 青森県交通災害共済組合規約の変更について 

第 20 議案第59号 平成19年度南部町一般会計補正予算（第１号） 

第 21 陳情第２号 看護師の増員を求める陳情書 

第 22 陳情第３号 テニスコート新設に関する陳情書 

第 23 常任委員会報告 

第 24 閉会中の継続調査の件 

第 25 議員派遣の件 

追加第１ 発議第４号 看護師の増員を求める意見書案 

追加第２ 閉会中の継続審査の件 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（37名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

  7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      17番  佐々木 幹 夫 君 

18番  馬 場 又 彦 君      19番  日向端   猛 君 

 20番  立 花 寛 子 君      22番  大久保 俊 和 君 
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 24番  滝 田 米 作 君      25番  川守田   稔 君 

 26番  佐々木 金 嘉 君      27番  工 藤 久 夫 君 

 30番  河 端 幸 蔵 君      31番  相 田 耕 作 君 

32番  山 口 博 个 君      33番  沼 畑   繁 君 

 34番  小笠原 義 弘 君      35番  佐々木 元 作 君 

36番  伊 達 一 夫 君      37番  金 沢 和 夫 君 

39番  東   寿 一 君      40番  宮 野   正 君 

41番  西 塚 芳 弥 君      42番  野 田 清 八 君 

43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（１名） 

   28番  坂 本 正 紀 君 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  赤 石 武 城 君 

副 町 長  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  岩 舘 茂 好 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  庭 田 卓 夫 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  会 計 管 理 者  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君 

教 育 委 員 長  赤 平   實 君  教  育  長  角 濱 清 輝 君 

学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君  社会教育課長  工 藤 光 行 君 

選挙管理委員会委員長  中 村 喜 雄 君  農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君 

農業委員会事務局長  坂 本   勝 君  代表監査委員  松 本 陽 一 君 
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職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

総 括 主 査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は37人でございます。定足数に達しておりますの

で、これより第８回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第１、報告第１号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、専決第１号、平成18年度南部町一般会計補正予算（第８号）を議題といたします。 

本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 報告第１号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることにつ

いてでありますけれども、２ページの方をお願いいたします。専決処分第１号、平成18年度南部

町一般会計補正予算（第８号）について説明申し上げます。 

第１条、歳入歳出予算の補正は、既定の予算の総額に5,198万2,000円を追加し、予算の総額を

102億3,229万6,000円とするものです。 

第２条は、地方債の補正であります。 

以上、地方自治法第179条第１項の規定により専決処分したものであります。 

７ページをお願いいたします。７ページは、第２表地方債の補正でありますけれども、事業費

等の確定によりそれぞれ補正したものであります。 

それでは、11ページをお願いいたします。ここからは歳入でございますが、歳入について説明

申し上げます。各款にわたって確定額及び交付見込額によりそれぞれ補正しております。主なも

のについて説明してまいりたいと思います。 

12ページをお願いいたします。９款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、補正額２
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億6,484万8,000円、そして計が50億7,897万円とするものです。この補正は特別交付税の補正で

ありまして、この補正により18年度の特別交付税は６億9,024万8,000円となるものです。前年の

特別交付税と比較してみますと、２億2,299万3,000円、47.7％の増となってございます。これは

合併による特殊需要額の算入が主な増額理由でございます。 

次に、13ページのところで、17款２項１目財政調整基金繰入金１億5,603万6,000円の減額で、

補正後の計がゼロとなります。財源の見込みが立ったことにより、財政調整基金の繰り入れを全

額繰り入れ停止するものであります。このことによりまして、18年度末の財政調整基金の残高は

100万円単位で申し上げますと６億4,700万円ほどになります。 

15ページをお願いいたします。ここから歳出でございますが、２款１項13目から25目まで基金

の補正でありますけれども、主なものは14目減債基金費のところで補正額１億1,963万7,000円と

して、計が１億3,197万4,000円、基金の積立金であります。このことによりまして、減債基金の

18年度末残高が100万円単位で申し上げますと、７億9,800万円ほどになります。ちなみに、財調

基金と減債基金18年度末現在高をトータルしてみますと、二つの基金で14億4,500万円となりま

す。17年度末の比較を見ますと、２億3,900万円、19.8％の増となってございます。以外の基金

の補正はそれぞれ基金に属する利子を積み立てするものでございます。 

16ページをお願いいたします。３款１項２目の住民生活費のところで28節繰出金2,183万円の

減額補正でございますが、国民健康保険特別会計繰出金の減額でございます。３目の老人福祉総

務費のところでの28節繰出金3,638万1,000円の減額補正、老人保健特別会計繰出金の減額補正で

ございます。 

17ページですけれども、４款２項２目環境整備事務組合費、そして３目塵芥処理事務組合費、

それぞれ640万円の減額補正、そして397万9,000円の減額補正、一部事務組合の負担金が確定し

たことによりまして減額補正したものでございます。 

以上、簡単でございますが、専決処分した補正予算についての説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、報告第１号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第２、報告第２号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、専決第２号、平成18年度南部町国民健康保険特別会計補正予算(第５号)を議題といた

します。 

本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、報告第２号についてご説明いたします。 

処分理由は、平成18年度国保特別会計の国、県支出金の確定に伴い補正に急を要したため、専

決処分いたしたものでございます。 

19ページをお願いいたします。専決処分第２号、平成18年度南部町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）について説明いたします。 

第１条、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ2,308万9,000円を減額し、歳入歳出それぞれ

27億2,949万1,000円とするものでございます。 

25ページをお開きください。では、歳入の方からご説明をいたします。第３款国庫支出金、１

項国庫負担金の１目療養給付費等負担金の補正額は813万7,000円の減額でございます。次に、２

目の高額医療費共同事業負担金85万6,000円増額で、合わせて728万1,000円の減額でございます。 

次に、第３款国庫支出金の２項国庫補助金でございますが、財政調整交付金でございますが、

2,218万9,000円を増額するものでございます。 

次に、４款療養給付費、１項１目療養給付費交付金でございますが、2,150万9,000円を減額す
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るものでございます。これは退職被保険者等療養給付費等でございます。 

次のページをお願いします。次に、県支出金でございます。５款県支出金、１項１目都道府県

財政調整交付金でございますが、2,833万1,000円の減額でございますが、都道府県財政調整交付

金及び特別調整交付金を合わせての減額でございます。 

次に、第８款でございますが、繰入金、１項基金繰入金でございます。１目財政調整交付金繰

入金2,150万4,000円を繰り入れるものでございます。同じく繰入金、２項他会計繰入金でござい

ますが、出産一時金、育児一時金等の繰り入れでございましたが、2,183万1,000円を減額するも

のでございます。 

次のページでございますが、９款諸収入、延滞金等の増額44万8,000円、同じく９款２項雑入

でございますが、第三者納付金等でございまして、380万2,000円を増額するものでございます。 

次に、歳出についてご説明いたします。28ページでございます。第１款総務費、１項総務管理

費でございますが、ここから次のページ29ページの第４款介護納付金、１項介護納付金でござい

ますが、補正額はございません。国、県支出金の額が確定したことにより財源補正したものでご

ざいます。 

次のページ30ページでございます。第５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金でございます。

１目高額医療費拠出金502万8,000円、それから３目保険財政共同安定化事業拠出金1,832万

5,000円、合わせて2,335万3,000円を減額するものでございます。 

以上で、簡単ですが説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第２号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第３、報告第３号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、専決第３号、平成18年度南部町老人保健特別会計補正予算（第３号）を議題といたし

ます。 

 本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 31ページでございます。報告第３号、これは平成18年度南部

町老人保健特別会計の補正でございまして、支払基金交付金及び医療費給付費の確定に伴い急を

要したため専決処分をしたものでございます。 

次のページをお願いいたします。32ページ。専決処分第３号、平成18年度南部町老人保健特別

会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。 

第１条、既定の歳入歳出総額から歳入歳出それぞれ3,797万8,000円を減額し、歳入歳出それぞ

れ23億9,796万3,000円とするものでございます。 

37ページをお開き願います。歳入から説明いたします。第１款支払基金交付金、１項支払基金

交付金、１目医療費交付金でございますが、老人医療費の交付金の確定に伴いまして2,220万

9,000円を減額するものでございます。 

次に、第２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療費国庫負担金でございますが、過年度分

の交付金が確定いたしまして、1,923万1,000円を増額するものでございます。 

次に、第３款県支出金、１項県負担金、１目の医療費県負担金でございますが、これも過年度

分の交付金の決定に伴いまして、138万1,000円を増額するものでございます。 

次に、第４款繰入金、１項他会計繰入金でございますが、一般会計からの繰り入れ、3,638万

1,000円を減額するものでございます。 

次に、歳出でございますが、１款医療費、１項医療諸費、１目医療給付費でございますが、3,726万

9,000円、それから２目の医療費支給費59万6,000円、３目審査支払手数料11万3,000円、合わせ
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て3,797万8,000円を減額するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終りました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第３号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第４、報告第４号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、専決第４号、平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

本案について説明を求めます。環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） それでは、報告第４号、専決処分した事項の報告及び承認を

求めることについてをご説明いたします。 

処分理由でございます。下の方に記載してございます。これは、工事費の落札減等におきまし

て、町債の確定に伴い、平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計予算を補正する必要が生じ、
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この補正に急を要したために、専決処分したものでございます。これは県への地方債の申請の取

り扱いが変更となったことによるものでございます。 

40ページにお進みください。専決処分第４号、平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第５号）、平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定

めるところによる。 

第１条でございます。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ400万円を減額しまし

て、歳入歳出それぞれ10億7,274万4,000円とするものでございます。 

２条、既定の地方債の変更は第２表によります。 

41ページにお進みください。歳入でございます。６款１項町債につきまして400万円を減額し、

４億6,780万円とするものでございます。 

続きまして、42ページでございます。歳出でございます。２款１項施設建設費について400万

円を減額し、９億2,303万1,000円とするものでございます。 

次のページの43ページにお進みください。地方債の補正でございます。地方債の減額補正に伴

いまして、限度額の400万円を減額し、４億6,780万円とするものでございます。 

47ページをお願いいたします。47ページ歳出について、内訳をご説明申し上げます。15節工事

請負費と22節補償費について、町単独分の工事落札減により、事業費が減額確定したことと、そ

れに伴い上水道の移設が必要でなくなったために、400万円を減額し９億2,303万1,000円とする

ものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。32番、山口博个君。 

 

〇32番（山口博个君） 地方債は金額が変われば、やっぱりこういうふうにしなければならない。 

それともう一つは、３月29日で年度が終って、例えばこの場合は工事が終っていないというこ

とになりますと、この減額の議会承認と、こういうことになっているからやっていると、こうい

う意味ですか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 環境衛生課長。 
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〇環境衛生課長（神山不二彦君） 地方債の取り扱いの変更でございまして、今年度より地方債

の限度額の変更をするわけでございますけれども、地方債許可申請時、それが平成19年３月16日

以降となったために、３月議会に限度額補正及びそれに伴う予算の専決処分をしたものでござい

ます。議会に間に合わなかったということでございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 32番、山口博个君。 

 

〇32番（山口博个君） これは工事関係だと思うんだけれども、例えば予定価格で入札をして、

予定価格を下回る。その400万円というのはその金額ですか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） 400万円とは、内訳、先ほども申しましたけれども、おっし

ゃるとおり工事の落札減等による単独費が要らなくなったために補正するものでございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 32番、山口博个君。 

 

〇32番（山口博个君） そうしますと、入札のときに予定価格より安ければ余分に余ったお金を

を使えると、こういう理屈になると思うんだけれども、あわせまして、例えば補助事業で工事を

する。そのときに、国、県の補助をいただいた分と町からの分で事業をすると思うんですけれど

も、補助事業で、国、県からの補助をいただいてやる仕事が例えば入札があって5,000万円の予

算のところ4,000万円で決まったと。そうすると4,000万円のうちで、国、県からの補助の分と町

の持ち出しの分と按分をして、そして国、県からいただくお金は返納するんですか。これを尋ね

たい。そういうことを巷間言っている人がいる。私も勉強不足でわからないものだから、みんな

それで「国からいただいのは返している。だから、入札の予定価格を下回らない方がいいんだ」

と、そういうふうに言っている人もいます。私はちょっと理解に苦しんでいるんですけれども、

その辺のところをはっきりとお尋ねをしたい。やっぱり予定価格を下回った場合に、町としても

住民にとってはその方がいいと。業者にとっては余りよくないと。こういう結果になると思うけ

れども、やっぱり考えてみると、工事というのは町のものではない。私は住民のものだと思って

いるんですよ。そうすると、住民のためにどっちがなるのかということを考えると、やっぱり住
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民のためになることをやるのが町であるし、議会であるだろうと、こう思うんですよ。ここの区

別を知りたいんですよ。お願いします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（神山不二彦君） 今のご質問の事業関係の方でございますけれども、落札減に

なったときに、おっしゃるとおりに、返納するか返納しないかということでございますけれども、

事業が継続している場合には、それは有効活用して、事業の促進、つまり延長を伸ばしたりして、

そちらの経費に向けます。ところが、例外的に最終年度であった場合に、全体計画がもうそれで

終ったというような場合には使うところがございませんので、その場合は返納することになりま

す。今の案件については、単独分ですので、単独分は使わなくてもいいということでございまし

て、町の負担を減らすために今減額するものでございます。 

私の方からは以上です。 

 

〇32番（山口博个君） 了解。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第４号は原案のとおり承認されました。 
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◎報告第５号から報告第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りします。 

この際、日程５、報告第５号から日程第７、報告第７号までを会議規則第37条の規定により一

括議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

よって、日程第５、報告第５号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、専

決第５号、南部町町税条例の一部を改正する条例の制定について、日程第６、報告第６号、専決

処分した事項の報告及び承認を求めることについて、専決第６号、南部町過疎地域における固定

資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第７、報告第７号、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、専決第７号、南部町町税条例の一部を

改正する条例の制定についてを一括議題といたします。 

本案について説明を求めます。税務課長。 

 

〇税務課長（坂本好孝君） それでは、ご説明申し上げます。 

まず、最初に報告第５号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、南部町町

税条例の一部を改正する条例でございますが、地方税法の一部を改正する法律が平成19年３月30日

に交付され、平成19年４月１日から施行されることに伴い、関連する条項を改正する必要が生じ、

その改正に急を要したため、地方自治法の規定により専決処分したものを報告し、承認を求める

ものでございます。 

50ページをお開きください。専決第５号、南部町町税条例の一部を改正する条例についてご説

明いたします。主なところをご説明していきます。 

まず最初に、第14条でございますが、ここは町民税の納税義務者等にかかわる条文を掲載して

ございますが、今回新たに法人課税信託の引き受けによる個人への法人税課税ができる内容が新

たに加わったものでございます。それから、第104条中の「3,604円」を「3,298円」に改めるも

の、これはたばこ税の税率を1,000当たり「3,064円」から「3,298円」に改めるものでございま

す。それから、附則第19条に次の１項を加えるとございますが、これは住宅のバリアフリー改修
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に伴い、固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い、減額規定の適用を受けようとする者が

すべき申告の規定を設けたこと。平成19年４月１日から平成22年３月31日までの間にバリアフリ

ーの改修を行われた住宅で、翌年度分の税額を３分の１減額するものでございます。 

それから、附則の第22条でございますが、平成19年度又は平成20年度における鉄軌道用地の価

格の特例が設けられたことでございます。従来は、鉄軌道の評価につきましては、当該鉄道用地

に沿接する土地の価格の３分の１に相当する価格をもって評価額を求めることになってございま

す。それから、あと停車場建設等の土地に百貨店等いろいろな店が入ったものについては、鉄道

用地から除外し、宅地として評価するということで、従来までやってきましたけれども、こうい

うふうに鉄道用地の利用状況の多様化ということで、平成21年度の評価がえの前に一応19年度、

20年度における鉄道用地の価格の特例の条文を設けたということでございます。 

それから、第40条中「平成20年度」を「平成21年度」に改めるとございますが、これは上場株

式を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る町民税の課税特例税率６％を1.8％で課税す

る特例を１年間延長したものでございます。 

それから、その下の附則第43条第７項中でございますが、「平成19年３月31日」を「平成21年

３月31日」に改めるとございます。これは特定中小企業が発行した特別株式に係る譲渡所得等の

課税特例を２年間延長したものでございます。 

それから、附則の45条の３でございますが、次の52ページをお開きください。これは、日本と

フランスの租税条約の改正に伴いまして、日本居住者が条約相手国の社会保障制度にかかわる保

険料等を支払った場合、その保険料の一定の金額を限度としてその年の総所得金額等から控除が

できる特例措置が創設されたものでございます。 

附則として、この条例は平成19年４月１日から施行するということでございます。 

それから、引き続き報告第６号のご説明を申し上げます。 

報告第６号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、南部町過疎地域におけ

る固定資産の特別措置に関する条例の一部を改正する条例は、関西文化学芸研究都市建設促進法

第11条の地方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令が平成19年３月31日に交付され、

その中で過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が

適用される場合等を定める省令の一部が改正され、平成19年４月１日から施行されることに伴い、

関連条項を改正する必要が生じ、この改正に急を要したため、地方自治法の規定により専決処分

したものを報告、承認を求めるものでございます。 

55ページをお開きください。専決処分第６号、南部町過疎地域における固定資産税の特別措置
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に関する条例の一部を改正する条例でございますが、２条中「平成19年３月31日」を「平成21年

３月31日」にということでありますが、これは特別措置法の適用を受ける製造の事業、それから

ソフトウエア、コンピュータ関係でございますが、それからあと旅館業等の用に供する設備であ

って、取得価格が2,700万円を超えるものを新設、または増設したものに対して、家屋及び償却

資産並びに土地に対する固定資産税の課税減免をする期間が延長されたものでございます。その

ほか、租税特別措置法等の改正に伴いまして、引用条項等の整理をしたものでございます。 

附則として平成19年４月１日から施工するものでございます。 

それから、次に、報告第７号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、南部

町町税条例の一部を改正する条例は、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税施行規則

の一部を改正する省令が平成19年３月31日に交付され、平成19年４月１日から施行されることに

伴い、関連条項を改正する必要が生じ、この改正に急を要したため、地方自治法の規定により専

決処分したものを報告し、承認を求めるものでございます。 

58ページをお開きください。専決処分第７号、南部町町税条例の一部を改正する条例でござい

ますが、第８条の関係でございますが、ここは固定資産税の減免について規定してある条項でご

ざいますが、もう既に生活保護受給者とか、そういう者の減免をするという条項等が設けられて

ありますが、今回新たに４項として特別の事由がある者ということを加えたものでございます。

これは、災害等を受けた場合、特別災害等の適用がなされなかった場合の救済措置として減免措

置をするということで、今回新たに設けたものでございます。 

それから、附則第19条第４項中でございますが、報告第５号でもご説明いたしましたが、住宅

のバリアフリー改修に伴いまして、固定資産税等の減額規定の適用を受けようとする者がすべく

申告期限を改修工事完了日から３カ月以内としたものを条項に加えたものでございます。 

それから、附則第45条の２第３項中でございますが、これはイギリス、インドとの租税条約適

用に基づいて適用配当に係る個人町民税の特例税率３％の適用期間を「平成20年３月31日」を「平

成21年３月31日」までの１年間延長したものでございます。 

附則として、この条例は平成19年４月１日から施行すると。 

以上、簡単ではありますが、説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 
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〇20番（立花寛子君） まず、報告第５号についての質問でありますが、今説明を受けましたけ

れども、この中で上場株式等の配当譲渡益課税に対する優遇措置の延長があがっていたと思いま

すが、当町住民にはどのぐらい関係しているとお考えでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 税務課長。 

 

〇税務課長（坂本好孝君） 当町にはこの条文についてはそんなに数字的には上がってこないと

いうことでとらえてございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 次に、この報告は地方税法の改正ということでありますので、この場で

ちょっと質問させていただきますが、広報なんぶちょう６月号に書かれてありましたが、住民税

の増額の件で、「私たちの暮らしに役立つみたい」というような記事の説明が書いてありました。

この広報なんぶちょう６月号の記事の説明ですが、住民税の増額の件で、「私たちの暮らしに役

立つみたい」という説明がしてありました。税源移譲とか、定率減税のかかわりから、町税の増

額につながり、町民生活向上の予算の増額が見込まれるものなのかどうか、この点はどのように

お考えでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 税務課長。 

 

〇税務課長（坂本好孝君） ただいまのご質問でございますが、６月号の広報に、前にもお話し

したと思いますけれども、国からの３兆円の税源移譲にともないまして、所得税が安くなって、

住民税が高くなる。基本的には納める額は反対が安くなって、反対が高くなっていますので同じ

ですよということでご説明をしてきたと思います。それで、今回税源移譲がされましたので、う

ちの方では６月に町県民税の切符を発行いたしました。それらのことを高くなりますよというよ

うなＰＲ等も兼ねまして、今回６月号の広報に掲載いたしました。それで、この税源移譲につい

ては、従来は所得税で国が集めたものを今までは補助金とか、交付税とかということで、各自治

体に流してきていたわけなんですが、それが、今回の税源移譲によりまして、所得税が少なくな

って、町民税が高くなると。地方で使うお金は地方で集めて自由に使ってくださいという三位一
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体改革の趣旨のもとで、こういう制度が出て、今回こういう税源移譲がされたわけなんですが、

ちなみに今回の税源移譲に伴いまして、町の町民税については、前年度３億8,000万円ぐらいの

調定額でありましたけれども、今年度の調定額が５億3,783万3,000円ぐらいということで、大体

１億5,700万円ぐらい増税になっている。これが各自治体で集めて、いろいろな事業に使ってく

ださいという趣旨のもとの三位一体改革の税源移譲ということで、今まで国から流してきたもの

を自分たちが使うものは自分たちで集めて、自由に使ってくださいという趣旨のものだととらえ

てございます。 

以上で説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今の説明だと、住民が苦労した分町民の生活が豊かになるような感じを

受けますけれども、私の調べたところでは、そう単純なことではないように思います。幾らかで

も町の施策がよくなるようにという気持ちを持って、町民の皆さん方が増税をのんでいただけれ

ばいいのでしょうが、そういう方々ばかりではないと思いますが、定率減税分だけは確かに住民

の負担になるのではないでしょうか。この点での軽減策、もう少し町民税を引き下げてもらいた

いということに対しての施策はあるのでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 税務課長。 

 

〇税務課長（坂本好孝君） 先ほども税源移譲に伴いまして、所得税が安く、町民税が高くなっ

て、負担する額は変わらないということで説明申し上げましたけれども、ただ、今ご質問なされ

ております定率減税が廃止になっていますので、その個々の収入によって、この定率減税分が増

税になるという方も出てきてございます。実際、今回試算してみますと、定率減税分で増額にな

る金額が2,388万1,000円ぐらいが増税になります。それぞれの個々の収入によって、それぞれの

課税される金額が変わってくるということで、税源移譲については金額は変わりませんけれども、

定率減税が廃止になっていますので、個人の収入によってその分が増税になるということになっ

ております。 

以上です。 
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〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。20番、立花寛子君。 

（20番 立花寛子君 登壇） 

 

〇20番（立花寛子君） 報告第５号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、

南部町町税条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論を行います。 

大企業や大資産家には大盤振る舞いをする一方で、住民にはさらに犠牲を強いる税制になって

います。６月から住民税の定率減税廃止と税源移譲による住民税率の引き上げが同時に実施され、

住民税が大幅にふえました。税源移譲だけなら、１年を通すと増減が相殺される仕組みですが、

定率減税廃止分だけは確実に増税になります。小泉前首相は、少なくとも言葉の上では企業にも

国民にも負担してもらうというような言い方をしておりました。ところが、安倍首相は、より露

骨なやり方で大企業や大資産家を応援する姿勢を示しています。国民には2007年の増税分だけで

も１兆7,000億円になる定率減税の廃止を押しつける一方で、減価償却制度の見直しや、証券優

遇税制の延長は合わせて２兆円近い規模の減税です。これでは、国民から絞り取った増税分を丸

々大企業や大資産家にばら撒くことになります。これにはマスコミなどからも批判の声があがっ

ております。 

広報なんぶちょう６月号に、住民税が変わりますという記事が載っております。「税負担はふ

えるの減るの」という問いに、「税源移譲によって住民税がふえても所得税が減るため納税者の

負担は変わりません」とあります。定率減税廃止で増税になるというきちんとした説明はありま

せん。税源移譲のおかげで、増税がわかりにくくなることをいいことに、住民に増税隠しをする

のは許せません。昨年６月には、高齢者の住民税が10倍前後にもなる増税が大問題になりました

が、ことしも来年も雪だるまのように、負担がふえていくことになります。この住民税増税が国

保税や介護保険料の負担増、保育料の負担段階の変更などに連動することには、全く触れており

ません。許しがたいことであります。 

収入が変わらない。あるいは減り気味なのに、非課税から課税になり、食費を切り詰めて税金

を払っていると言っています。無理をして税金を払っていると、それだけ税金を払えるならと、

次の負担増が次々に襲いかかっております。雪だるま式負担増への対応是正に真剣に取り組むこ




